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KOSEIZAIDAN

■ 牛の角突きの習俗　国指定重要無形民俗文化財 写真提供　長岡市山古志支所　　　　地域振興課　様
文　　　　長岡市山古志支所　　　　地域振興課　様
資料提供　長岡市立阪之上小学校長　高橋　幸雄　様

理事長　野　村　昭　宣　

　明けましておめでとうございます。団員

の皆様には、新しい年を迎えられ、希望

に満ちた新たな気持ちでスタートされた

ことと拝察しております。

　昨年、アメリカから端を発した金融危

機が、世界に大きく波及し混迷した経済状況が続いています。

日本では、日銀が利下げに踏み切った影響で、各金融機関

の預貯金の金利が軒並み下がりました。この経済変動に国

がどんな有効策を講じるのか、大いに関心ありです。今は希

望の持てる年になってほしいと願わずにはいられません。

　さて、私ども財団にとりましては、公益法人制度改革に伴

う新しい取り組みが始まる年明けです。関連する新３法が、

昨年12月１日から施行されました。これによって、当財団は、
「特例民法法人」として一般財団法人に位置付けられ、現状

に準じた運用が平成25年11月30日まで保障されています。
この間に、県に設置された「公益認定等委員会」に申請し、

認定又は認可を得て登記を完了すれば、その時点から新し

い法人としてスタートします。

　この取り組みについては、広報紙等で情報提供してまいり

ます。基本的な姿勢として、団員の皆様に不利益が生じない

ようにすること、そしてこれまでの歴史と伝統を守り、発展で

きることを大前提にしていきます。今後、検討委員会を設立

し、多方面から意見を聴取するとともに、これからの方向や

申請方法、及び時期等を検討してまいります。

　昨今の教育を取り巻く経済環境は全く良くなりません。こ

のような状況下でも、日々子どもたちのために精励しておら

れる皆様方に、心から敬意を表します。私たち役職員一同、

皆様方をより一層応援できますよう新たな気持ちで、次年度

の事業計画策定に取り組んでまいります。これからも変わら

ぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

新潟県の文化財シリーズ

　毎年5月から11月に開催される「牛の角突き」。滝沢馬

琴の「南総里見八犬伝」にも紹介され、その起源は千年

前ともいわれています。１トンを超える巨牛が、角を突き

合わせ激しくぶつかり合う姿はもとより、勝負づけをしな

い山古志では、それを分ける勢子たちの勇姿も必見です。

昭和53年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けた

山古志の伝統行事です。
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新潟県の教育振興に寄与している団体及び事業への支援活動を行っています。
今年度は普通事業助成の枠を拡大して、より多くの団体から身近な活動にお役立ていただくことができました。

みなさまの事業・活動の取り組みをご紹介いたします

厚生財団　広報 №９２ ２００９．１．１
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1　制度改革の背景
　新潟県教職員厚生財団は、新潟県小学校教員互助会として大正3年1月25日に発足しました。爾
来、今日まで多くの先人のたゆまぬ努力と団員の協力によって、今日の安定した運営と財団に対する

信頼感を築きあげることが出来ました。それが今、全国25,000の公益法人とともに「公益法人制度
改革」という大きな転換期に立つことになりました。

　この制度改革の目的は、民間の非営利部門の活動の健全な発展を促し、現行の公益法人制度に見ら

れる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の問題点を解決

することとされております。

2　これまでどおりの運営のできる移行期間
　昨年の12月1日に公益法人制度改革の新法が施行され、私たちは「特例民法法人」となりました。
　これまで私たちの厚生財団は、民法34条により「非営利の法人として、また公益性を有する財団
法人」として、税制上の優遇措置を受けながら教職員の福利厚生事業を進めてきました。今後は新法

に基づいて新たな法人形態を決めていくこととなります。

　具体的には、平成25年11月30日までの５年間の移行期間が設定されましたが、その期間中に、
　①「新公益法人」 ②「非営利一般社団法人・一般財団法人」

　③「その他一般社団法人・一般財団法人」 ④「解散」　

　という４つの中からどれかを選択するということです。これらの選択の際、特に現在視野に入れて

いるのは、上記の①②のことと考えております。

　①  これまでと同じ新公益法人を選択するか。　
　②  非営利一般社団（財団）法人を選択をするか。
　現在の状況からすると、この2つのどちらかの法人形態を選択することが、団員の皆様からはもっ
ともご理解を得られると受け止めています。

　今後、どの法人形態を選択するかは、財団設立の本旨や団員に不利益が生じないこと等を大前提に

して決定していきたいと考えています。

3　法人形態の認可・認定の基準
　公益法人として認可・認定される主な基準の一つに、その法人の事業活動のうち公益目的事業（学

術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者、つまり団員以外の方を対

象とする利益の増進に寄与する事業）が総事業の実施費用で50％以上とならなければならないとい
う基準があります。

　ひるがえって、当財団が行っている事業は、団員の積立金が財源ですから当然、団員のみを対象と

した相互扶助、福利厚生事業がほとんどです。このような活動は「共益」事業といわれ、新法による

と公益目的事業から除かれております。したがって、当財団が現在の組織のままで、現状の事業を継

続することをもって新公益法人の認定を受けることは極めて厳しいといわざるを得ません。このこと

から、②の一般法人への移行についても検討を進める必要があると考えております。

4　今後の取り組み
　当財団では、検討委員会を立ち上げ、関係機関からの情報収集を密にしながら平成20年度決算後
の財務状況を精密に検討してまいります。その後、理事会・評議員会で審議・承認をいただいた後、

「公益認定等委員会」に申請し、その後登記をしていきたいと考えているところです。
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　外部監査を委託している「新日本有限責任監査法人」より、監査の際の客観的資料として、積立金

及び貸付金の各種残高についての確認を一部の団員の方々にお願いいたします。

 　　　　12・1月分を大切に保管しておいてください！

③ 必要箇所を記入・捺印
のうえ、回答用紙を２
部とも監査法人へ返送

① ２月初旬に対象の団員
へ監査法人から回答用
紙を送付

② 12・１月分の『払込
金・残高明細書』と回
答用紙の明細に相違点
がないかを確認

平成21年１月からゆうちょ銀行と他の金融機
関との相互間での振込サービスが開始されま

した。

　特別厚生費や貸付金の受け取りにゆう

ちょ銀行の口座を指定できるようになり

ました。

　事前に店番・預金種目・口座番号をご確

認ください。

　 ゆうちょ銀行の窓口にて通帳に振込

用口座番号を印字してもらえます。

　 0120-253811（自動音声案内）

　URL :  h t t p s : / / w w w s . j p - b a n k .
japanpost.jp/cgi-bin/kouza.cgi

  毎月の返済月額に任意の金額を上乗せして、厚生財団か
ら請求を出します。これによりお申し込み時より早く完

済することが可能となります。

●返済の払込額を毎月２万円にしたい。
 返済月額  追加控除  請求額
 8,785円 ＋ 11,215円 → 20,000円
●今の返済月額より１万円上乗せしたい。
  返済月額  追加控除  請求額
 7,397円 ＋ 10,000円 → 17,397円

  希望する追加控除額を電話（025-228-3581）にてご連絡く
ださい。

 ○ お申込みいただいた翌月から追加控除の請求が毎月出
ます。

 ○ 追加控除は単年度内のみ有効です。年度末（3月請求後）
に追加控除は自動的にクリアされますので、引き続き

希望する場合は再度お申込みが必要です。

 ○ 控除追加分の入金は、内入返済として取扱います。毎
月お送りしている『払込金・残高明細書（払込金のお

知らせ）』にてご確認いただけます。

　毎年、現職団員の皆様の給料月額と積立月額について、「積立金明細書」によりご報告いただいてお

ります。個人情報を保護する対策として、積立金明細書は各団員からご記入いただきますので手続き

をお願いいたします。
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現職時に毎月積立していただいた厚生資金積立金を、払戻請求書のご指定口座へ振り込みます。

（払戻金額の通知書は平成21年4月20日頃にご本人宛へお送りします。）

貸 付 金 の 清 算  各種貸付金の残金がある場合は、厚生資金積立金から差引清算をします。不足金が生じた場合は、不
足金額をご本人に通知しますので退職金受領後、直ちにお払い込みください。

保険料のお預かり  三井生命の保険に加入している場合は、移行期のため4月分の保険料を厚生資金積立金からお預かりし
て、三井生命に支払います。

加入資格：在団期間が25年以上で、退職後も新潟県内に在住される方。
積 立 金：入団時に130万円以上を積み立てていただきます。

（在職時の積立金から振替入金します。）

◆ 入団手続き…
の

欄に積立金金額を記入
して提出してください。

◆ 申 込 期 限…
加入状況／3,174名（12月末現在）
20年度新規加入者／195名

 ① 普通厚生費と特別厚生費を贈与します。
 ② 積立金の範囲内で生活資金貸付金をご利用いただけます。
 ③ 教職員手帳（ポケット版）をお届けします。
 ④ 継続団員連絡会にご招待します。（往復交通費支給）
 ⑤ 総合健診（人間ドック）受診のあっせんと補助をします。

特　

典

①･②に該当する方は必ず、
を提出してください。

①年度末に退職される方　②異動などにより教育関係以外の知事部局･病院局へ転出される方
所定の書式は２月に各所属所へお送りします。　　　　

（5月以降）

保険料は登録口座から振り替えます。

団体扱いで満期まで継続できます。
（賞与払いを除く）

個人扱いに変わります。
今後の手続きについては三井生命より連絡があります。

満60歳まで継続できます。
（賞与払いを除く）

　継続できません。

　 今まで積み立ててきた掛金をお受け取りいただきます。
一時金や年金で受け取る方法があります。詳細につい
ては、三井生命より連絡があります。

永年団員祝金 1万円～6万円 平成8年度までの入団者は経過期間の合計分を一括して退職時に贈与
在団年数10年以上　10,000円　　　　20年以上　20,000円　　　　25年以上　30,000円

30年以上　40,000円　　　　35年以上　50,000円　　　　40年以上　60,000円
　ただし、今年度より対象となった平成9年度からの入団者は、現職時に各在団年数で1万円ずつ贈与されるため退職時に
は贈与されません。来年度は平成10年度入団者が該当します。
結 婚 祝 金 5万円  退団後3か月以内に結婚（入籍）されたとき、本人から請求
  （また、ご両人が団員であれば、それぞれの方からご請求いただけます。）

20年度末退職された方で在団期間25年以上の方が対象です。
上越地区 … ６月11日（木） や　す　ね 前回参加者数 28名／出席率 36.8％
中越地区 … ６月18日（木） 長岡グランドホテル 60名／　　　 37.7％
下越地区 … ６月25日（木） ホテルイタリア軒 141名／　　　 44.3％
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☆この広報紙は地球の緑を守るため、再生紙を使用しています。

総勢1,082名もの多くの皆様からご参加いただきまして、本当にありがとうございました。

（また、ご要望のありました「当日のお料理メニュー」を次回から用意いたします。ご意見ありがとうございました。）

（期間：平成20年11月から平成21年3月まで）

　健康管理の重要性を考え、団員の皆様を対象に補

助を行っております。

　ご自宅からの郵送で簡単に受診できます。詳しく

は『平成20年度「大腸がん・肺がん」検診のご案
内』をご覧ください。

　 現職団員の方には、昨年10月に各所属所へ、また
継続団員の方には、継続団員連絡会の際（欠席の

方はご自宅へ郵送）にお配りいたしました。

検　査　項　目 検　　診　　料

大腸がん
検診 便潜血検査

通常
1,600円　→　 400円

のところ で受診できます

肺がん
検診

喀痰細胞診 3,150円　→　1,650円
ヘリカルCT 10,500円　→　6,500円
喀痰細胞診と
ヘリカルCT 13,650円　→　9,650円

　毎年度、希望される現職団員の方に教職員手帳のポケット版かB5版（ダイア
リー）のどちらかを贈呈しております。

　また、教職員手帳は希望登録制です。変更がなければ毎年同じ手帳をお贈

りいたします。変更の場合は、手帳内に刷り込んである「教職員手帳の申込

票」によりご連絡ください。

※ 継続団員の皆様は、全員にポケット版の手帳をお贈りしております。ご了承ください。

団員の方々から
「コンパクトで収
納に重宝していま
す」「日記代わり
に毎日活用してい
ます」など、お礼
の言葉をたくさん
いただきました。
大変ありがとうご
ざいました。

定期保険M

おかげさまで
好評発売中!


